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クス 5オール甲賀で暮らしをサポート ７月３１日は
「甲賀市青少年活動安全誓いの日」です皆さんの暮らしをサポートする　補助金の一部をご紹介します。

　医療機関で不育症と診断され、治療の必
要が認められた方に、不育症治療の経済的
負担を軽減するため、不育症の治療等に要
する費用の一部を助成します。

■ 対象となる治療の範囲
　不育症の治療および治療に係る検査費用

■ 助成金額
一治療期間ごとの医療費の２分の１以内

※１年度につき上限30万円

不育症治療費の
一部を助成

不妊治療費の
一部を助成

すこやか支援課 母子保健係　☎69-2169　Fax 63-4085問合せ・申込み

　不妊治療の経済的負担を軽減するために、特定不妊
治療、男性の不妊治療に要する費用の一部を助成します。

●  一般不妊治療 《不妊検査、体外受精および顕微授精
以外の方法による治療》

■ 助成金額  治療費の２分の１以内の額  
※継続した２年度において上限５万円

●  特定不妊治療《体外受精および顕微授精等》
■ 助成金額　１回の治療に上限５万円

● 男性の不妊治療
■ 助成金額  １年度１回の治療を限度とし、上限５万円

�新 

※いずれの助成制度も、医療保険が適用されない治療に限ります。
※ 特定不妊治療および男性不妊治療への助成制度は、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を

受けた方が対象です。
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　平成19年７月31日、市教育委員会が実施した高知県四万十川での野外体験講座において、参加された市
内の小学生お二人の尊い生命を奪うという重大な事故を起こしました。
　市と市教育委員会では、このような重大事故を二度と起こさないよう、また事故を忘れることなく教訓としな
がら、青少年活動を安全に実施していくため、７月31日を「甲賀市青少年活動安全誓いの日」と定めています。

　青少年活動は、子どもたちにとって、多様な人々との関わりを通して感性を豊かにし、人間性を培う極めて
重要な活動です。今年も市民の皆さんと連携しながら、安全で安心な青少年活動の実施に向け、さまざまな取
り組みを進めます。
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詳細は市ホームページまで 商工労政課　新産業振興係　☎69-2187　Fax 63-4087問合せ・申込み 危機管理課　セーフコミュニティ推進係　☎69-2104　Fax 63-4619問合せ

こうか
トピッ

クス 7

今年度から
一般不妊治療も
一部助成を始めました。

安全な青少年活動の実施に向けての取り組み

■ 青少年活動セミナーの開催
　青少年活動団体の指導者等が集い、青少年活動
の意義と企画・実施における安全対策の重要性を認
識し、安全かつ効果的に事業が実施できるよう、意
識と能力を高める機会として、また情報交換、人材交
流を図る場として青少年活動セミナーを開催します。

■  青少年活動の安全実施のための啓発
　市内の図書館・中央公民館等に野外活動を安全
に実施するための書籍や安全対策マニュアルを書籍
コーナーに設け、市民の皆さんや青少年団体指導者
の皆さんが安全に自然体験活動を実施できるように
情報の提供を行います。また、市内小学校４年生児
童へ「夏休みセーフティハンドブック」を配布します。

■ 自然体験活動用備品の貸出
　各種団体等において実施される自然体験活動を支
援するため、ライフジャケットやドーム型テント等の
活動用備品を貸出しています。

社会教育スポーツ課 青少年育成係  
（青少年自然活動支援センター）　
☎69-2248　Fax 69-2293

問合せ

  市の安全管理の取り組み
◎ 職場や事業ごとに安全管理体制を構築
　市では、７月に安全管理推進事業を実施し、安
全管理意識の共有と向上に努めています。
　日々の業務や市民サービスの中での事故やけ
がを防ぐため、各職場に安全管理推進リーダーを
設置しています。今年度は甲賀市青少年活動安
全誓いの日を基準とし、このリーダーを対象とし
た研修会を実施します。あわせて、研修会で学
んだことを各職場内で共有を図ることで、庁内全
体の安全管理体制の構築に努めています。また、
審査会等により各事業の安全管理体制のチェック
を行っています。

◎ AEDの設置
　公共施設等利用者の心肺機能停止による突然
死から生命を守るため、市内公共施設等にAED

（自動体外式除細動器）を170台配備しています。
また、消防署や消防団と連携し、講習会や啓発

等を行い、いざというとき 
少しでも命を救う助けとなる
よう、取り組んでいます。

◎  青少年活動施設  
一斉安全点検を実施

　子どもたちの活動・遊び
の場となる施設や野外公園
について、夏休み前に一斉
点検を実施し、危険箇所の点検や修理を行います。

◎ 散歩道・通学路等点検を実施
　大津市での保育園児の尊い命が失われた交通
事故を受け、保育園、幼稚園をはじめ児童クラ
ブや子育て支援センターの、散歩や通所に使う
経路の点検を行いました。
　また、市教育委員会では、毎年の小中学校通
学路の安全点検時に、交差点を含め確認を行っ
ています。

▲ まるーむに設置された 
AED
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